
対応
方針等

その理由等

新丸山ダム

中
部
地
整

継続

　コスト、実現性等
から現計画案（新丸
山ダム案）が優位で
あるため

中間とりまとめ
※１

で示した
「共通的な考え方」に沿って
検討されたものであると理解
できる

継続

川内沢ダム
宮
城
県

継続

　コスト、実現性等
から現計画案（川内
沢ダム案）が優位で
あるため

中間とりまとめ
※１

で示した
「共通的な考え方」に沿って
検討されたものであると理解
できる

継続

波積ダム
島
根
県

継続

　コスト、実現性等
から現計画案（波積
ダム案）が優位であ
るため

中間とりまとめ
※１

で示した
「共通的な考え方」に沿って
検討されたものであると理解
できる

継続

矢原川ダム
島
根
県

継続

　コスト、実現性等
から現計画案（矢原
川ダム案）が優位で
あるため

中間とりまとめ
※１

で示した
「共通的な考え方」に沿って
検討されたものであると理解
できる

継続

有田川総合開発
佐
賀
県

中止

　利水者の撤退に伴
い、治水対策として
も河川改修単独案が
経済的に優位となっ
たため

中間とりまとめ
※１

についての
パブリックコメントを行った
際に有識者会議が示した考え

方
※２

に沿って検討されたもの
であると理解できる

中止
（平成25年度から
補助金交付を

中止）

※２　社会情勢の変化等により、検証主体自らが検証対象ダムを中止する方向性で考えている場合には、
　　　従来からの手法等によって検討を行うことができる。

※１　「今後の治水対策のあり方について　中間とりまとめ」（平成22年9月　今後の治水対策のあり方
　　　に関する有識者会議）
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